高知県立高等技術学校授業料減免取扱要綱

（趣旨）
第１条　高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例（昭和44年高知県条例第　　　36号。以下「条例」という。）第６条及び高知県立高等技術学校の設置及び管理に関　　　　する条例施行規則（昭和45年高知県規則第50号。以下「規則」という。）第18条　　　　　　第２項の規定に基づく県立高等技術学校の授業料の減免に関する取扱いについては、　　この要綱の定めるところによる。
（減免の基準）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第２条　規則第18条第１項第３号に規定する「経済的負担を軽減する必要があるとは認められない場合」とは、減免を受けようとする者の保護者等（規則18条第１項第３号に規定する保護者等をいう。）の市町村民税所得割（減免される月の属する年度（当該月が４月から６月までの月であるときは、その前年度）分の地方税法（昭和25年法律第226　　号）の規定による市町村民税の同法第292条第１項第２号に掲げる所得割（同法第328条の規定によって課する所得割を除く。）をいう。）の額（保護者等が２人以上いるときは、その全員の市町村民税所得割額を合算した額）が304,200円以上である場合とする。
２　規則第18条第１項第５号に規定する「天災その他特別の事由により、生活に困窮を来し､授業料の納付が困難になったとき」とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(１)　訓練生が、火災・風水害等により、家屋等を半壊（半焼）以上の被害を受けた　　　　　世帯に属するとき。（申請時において被災した日から１年以内に限る。）
(２)  保護者等の死亡・６月以上の長期療養等の事情により、世帯の家計が急変し、　　規則第18条第１項第４号と同程度に生活に困窮していると認められるとき。
（減免の額）
第３条　授業料の減免の額は、規則第17条第１項に規定する「条例第４条に規定する　　　年額の12分の１に相当する月額」に、減免の期間の月数を乗じて得た額とする。
（減免の期間）
第４条　授業料の減免の期間は、当該申請を受理した日の属する月から、当該年度の　　　３月までを限度とする。ただし、更新を妨げない。
（申請手続）　
第５条　授業料の減免を受けようとする訓練生は、別表に定める書類を添えて、授業　　　料減免申請書（別記様式１）を県立高等技術学校長（以下「校長」という。）を経由　　　　　して知事に提出しなければならない。ただし、規則第18条第１項第６号に該当する者については授業料減免申請書の提出を要しない。
（徴収の猶予）
第６条　校長は、前条の規定による申請書を提出した訓練生のうち、授業料納付期限　　　延長申請書（別記様式２）を添付している者に対して、授業料の徴収を猶予すること　　　ができる。
（減免の決定）
第７条　知事は、第５条の規定による申請が規則第18条第１項の減免基準に該当す　　　ると認めたときは、授業料減免決定通知書（別記様式３）により、校長を経由して当　　　　該申請者に通知することとする。
（減免事由の消滅）
第８条　前条の規定により減免の決定を受けた訓練生は、その事由が消滅したときは、　　速やかに、授業料減免事由消滅届（別記様式４）により校長を経由して知事に届け出　　　なければならない。
（減免の取消し）
第９条　知事は、第７条の規定により授業料の減免を受けている訓練生が、次の各号　　　のいずれかに該当するときは、その減免を取消すこととする。
(１)　前条の規定による届け出を提出した場合
(２)　授業料減免の事由が消滅したにもかかわらず、前条の規定による届出を提出し　　　なかった場合
(３)　授業料減免申請書に虚偽の事項を記載し、又はその他不正な行為によって減免　　　の決定を受けた場合
２　前項の規定による取消しを行うときは、知事は、その理由を示して授業料減免取　　　消通知書（別記様式５）により当該取消しを受けた訓練生にその旨を通知することと　　　する。
３　校長は、第１項第１号及び第２号の規定による取消しを受けた訓練生から、取消　　　事由の発生した日の属する月の翌月分から授業料を徴収するものとする。また、同項　　　第３号の規定による取消しについては、減免の決定を受けた日の属する月分から授　　　業料を徴収するものとする。
（雑則）
第10条　この要綱に定めるもののほか、授業料の減免に関し必要な事項は、知事が別　　　に定める。

附　則
この要綱は、平成15年４月１日から施行する。
この要綱は、平成27年４月１日から施行する。


別表（第５条関係）

高知県立高等技術学校授業料減免申請書添付書類一覧表

	免除に関する規　　　　定
	対象者又は　　対象世帯
	添　付　書　類　　　　　（　証　明　者　）
	備　　　　　考

	規則第18条　第１項第１号
	生活保護受給世帯
	・生活保護受給証明書
（市町村長又は福祉事務所長）
	・減免期間中に生活保護の停止又は廃止の決定があった場合でも当　該年度は引き続き減免する。

	規則第18条　第１項第２号
	児童養護施設入所者
	・施設入所証明書　　　　　(施設長)
	・施設長が保護者として申請する場合は不要

	規則第18条　第１項第３号
	中卒者等
	・保護者等の市町村民税所得割額が確認できるもの（市町村民税税額決定通知書の写し、納税通知書の写し、課税証明書の写し）
	・４月に前年度分、７月に当該年度分を提出

	規則第18条　第１項第４号
	県・市町村民税の所得割額の納付を要しない世帯
	・所得・課税証明書の写し　　　　　（市町村長）
	・所得･課税証明書は同一世帯に属　する者（被扶養者を除く。）全員の当該年度分を提出（※注）

	規則第18条　第１項第５号要綱第２条　第２項第１号
	家屋等が半壊　（半焼）以上の被害を受けた世帯　
	・所得・課税証明書の写し　　　　　(市町村長)
・罹災証明書又は被災及び程度を証する書類　　　　　（市町村長）　　　　
	・所得・課税証明書は同一世帯に属する者(被扶養者を除く。)全員の　当該年度分を提出（※注）
・申請時において被災した日から１年以内の者に限る。当該年度末まで減免を継続する。

	規則第18条　第１項第５号要綱第２条　第２項第２号
	保護者の死亡
・長期療養等の事情による場合
	・所得・課税証明書の写し　　　　　（市町村長）
・死亡を確認することができる証明書の写し
（市町村長）
・医師の診断書・領収書　　　（医療機関）　　
・知事が必要があると認める書類
	・所得・課税証明書は同一世帯に属する者（被扶養者を除く。）全員の当該年度分を提出（※注）　　　　　　
・家計が急変した後の世帯収入が規則第18条第１項第3号と同程度か、死亡又は長期療養中の者を除いた同一世帯員の県・市町村民税の所得割額により判断する。



※注　授業料減免申請書は入校時又は減免事由発生時に提出する。前年分の所得･課税証明書の発行は６月となるため、減免申請が４～６月の場合は、同時に授業料納付期限延長申請書を提出し、６月分までの授業料の納付期限を延長したうえで、所得・課税証明書（６月３０日を提出期限とする）を待って減免の可否を決定する。
別記様式１（第５条関係）
	
授，業　料　減　免　申　請　書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高知県知事　　　　　　　　　　　　様

高知県立高等技術学校の授業料の減免を受けたく申請します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年　　　月　　　日

	ふりがな
氏　　名

生年月日
	　　　　　　　　　　　　　
㊞ 

　　　年　　　月　　　日 
	校　　名

訓練科名
	高等技術学校

科　１年・2年

	現 住 所
	郵便番号　　　　　　　　　　　　　　電話番号

	保 護 者　住　　所
	郵便番号　　　　　　　　　　　　　　電話番号

	保 護 者氏    名
	㊞ 
	過 去 の 減免状況
	有   ･   無

	
家　族　の　状　況
	続　　柄
	氏　　　　名
	就業・修学の状況（職種又は学校等を記入）

	
	
	
	　

	減 免 を　希望する理    由
	

	上記の者は、授業料減免対象者として適当であると認めます。

　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　　　

高知県立　　　　高等技術学校長　　　　　　　　印



（注）１　保護者欄は、訓練生が未成年者の場合のみ記入してください。
　　　２　この申請を行うに当たり、必要な書類を添付してください。

別記様式２（第６条関係）

	
授 業 料 納 付 期 限 延 長 申 請 書


高知県立　　　　　　高等技術学校長　　様


次のとおり授業料の納付期限の延長を申請します。


　年　　　月　　　日

	ふりがな
氏　　名

生年月日
	　　　　　　　　　　　　　
㊞ 

　　　年　　　月　　　日 
	校　  名

訓練科名
	高等技術学校

科　１年・2年

	現住所
	郵便番号　　　　　　　　　　　　　　電話番号

	保 護 者
      　住　　所
	
	保 護 者
      　
氏　　名
	㊞ 

	期　　間
	月　別
	延長後の納付期限
	備　　　　　　考

	
	月
	年　　　月　　　日
	

	
	月
	年　　　月　　　日
	

	
	月
	年　　　月　　　日
	

	　納付期限の延長を必要とする理由


（注）　保護者欄は、訓練生が未成年者の場合のみ記入してください。
別記様式３（第７条関係）
	第　　　　　　　　号
年　　 　月　　　 日


　　高知県立　　　高等技術学校
　　　　　　　　　　　　　　科
　　　　　　　　　　　　　　　　様


高知県知事　　　　　　　印



授　業　料　減　免　決　定　通　知　書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました高知県立高等技術学校の授業料の減免につ　　いては、下記のとおり決定しましたので通知します。

記


　　　　減免月額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　減免期間　　　　　　　　年　　月　　日　　～　　　　　　年　　月　　日

　　　　減免総額　　　　　　　　　　　　　　　　　円











別記様式４（第８条関係）
	
授　業　料　減　免　事　由　消　滅　届
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高知県知事　　　　　　　　　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

現在決定されている授業料の減免に関し、減免事由の消滅がありましたので届け出ます｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

	ふりがな
氏　　名

生年月日
	　　　　　　　　　　　　　
㊞ 

　　　年　　　月　　　日 
	校　  名

訓練科名
	高等技術学校

科　１年・2年

	現住所
	郵便番号　　　　　　　　　　　　　　電話番号

	保 護 者
      　住　　所
	
	保 護 者
      　
氏　　名
	㊞ 

	通知書の内容　

授業料減免決定
	年月日及び文書番号
	年　　　月　　　日付け　　　　　　第　　　　　　　号

	
	減免月額
	　　　　　　　　　　　　円

	
	減免期間
	　　年　　　月　　　日　　～　　　　　　年　　　月　　日

	
	減免総額
	　　　　　　　　　　　　　円

	減免の事由が消滅した理由
	

	減免の事由が消滅した年月日
	年　　　月　　　日

	上記のとおり報告します。

　　　　　年　　月　　　日

高知県立　　　　高等技術学校長　　　　　　　　　　　　　　　印



（注）　保護者欄は、訓練生が未成年者の場合のみ記入してください。
別記様式５（第９条関係）
	
第　　　　　　　　号
年　　 　月　　　 日


　　高知県立　　　高等技術学校
　　　　　　　　　　　　　　科
　　　　　　　　　　　　　　　　様


高知県知事　　　　　　　印



授　業　料　減　免　取　消　通　知　書

　　　　　年　　月　　日付けで通知しました高知県立高等技術学校の授業料の減免について　は、下記のとおり取消しましたので通知します。

記


　　減免取消月額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　減免取消期間　　　　　　　　年　　月　　日　　～　　　　　　年　　月　　日

　　減免取消総額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　減免取消理由




高知県立高等技術学校授業料減免取扱要綱第９条第１項第　号に該当　




